
第17号の２様式（第54条の２関係）

エアコンディショナー 92 台 0 台 2 台 90 台

冷蔵機器及び冷凍機器 83 台 4 台 0 台 96 台

第一種特定製品の種類

エアコンディショナー 0 キログラム 37.2 キログラム

冷蔵機器及び冷凍機器 2.6 キログラム 2.61 キログラム

使　用　時

廃　棄　時

使　用　時

廃　棄　時

注 １　

２

　「代替フロン」とは、地球温暖化対策の推進に関する法律施行令（平成11年政令第143号）第１条に規定するハ
イドロフルオロカーボン（HFC）をいいます。

　「第一種特定製品」とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（平成13年法律第64号）第２
条第３項に規定する機器をいいます。

冷媒用代替フロンの漏
えい防止のための取組
の実施状況

・管理部門が3月頃より室外機周辺に除草剤を散布し雑草が室外機に絡
まないようにした。
・異音や効きめ等の使用状況に変化があった場合は、管理部門が第一
種ﾌﾛﾝ類充填回収業者に連絡し調査、処置を受けﾌﾛﾝ回収（充填）証明
書を受け取った。

・第一種特定製品の廃棄時には行程管理票を発行し第一種ﾌﾛﾝ類充填回
収業者から引取証明書を受け取りフロンが回収されたことを確認した
後に機器を廃棄した。
・家庭用ｴｱｺﾝや除湿機の廃棄時には第一種ﾌﾛﾝ類充填回収業者によるﾌﾛ
ﾝ回収を行い回収量を確認した後に廃棄した。

ノンフロン製品又は地
球温暖化係数が低い冷
媒の製品の導入方針

・第一種特定製品を更新する際は、現状で地球温暖化係数が最も低い冷媒を使用した製品
（ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰ機器）を導入する。

特記事項

廃棄台数
年度末の
保有台数

前年度に第一種特定製
品に充塡及び回収を
行った冷媒用代替フロ
ンの量

代替フロン充塡量 代替フロン回収量

冷媒用代替フロンの漏
えい防止のための冷媒
用代替フロン使用機器
の管理体制

・工場にある第一種特定製品のﾘｽﾄを基に、簡易点検表、専門点検表、
整備記録簿を作成し随時更新して適切に管理している。
・第一種特定製品だけでなく工場内で使用する家庭用ｴｱｺﾝや家庭用除
湿機などについても整備時には「設備機器事前確認書」によりﾌﾛﾝの適
切な処理及び報告がされ管理されている。

・第一種特定製品、家庭用ｴｱｺﾝ等を廃棄するときは「設備機器事前確
認書」によりﾌﾛﾝの適切な処理及び報告がされ管理されている。

冷媒用代替フロン使用状況等報告書
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前年度に保有していた
冷媒用代替フロンを使
用した第一種特定製品
の台数等

第一種特定製品の種類

前年度

年度当初の
保有台数

整備台数


